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台風および地震による災害に対する義援金の

お取り扱いについて

9月 29日 からの台風21号 、 10月 9日 の台風22号 、 10月 20日 の台風23号 お

よび10月 23日 の地震では、各地で多数の被書が生じていて、被災地のみなさまには心

からお見舞い申し上げます。

当金庫では、被害を受けられた方々を支援するため、下記により義握金の受付をいたし

ておりますので、よろしくご協力のほどお願い申し上げます。

紀

寄 付  先  ① 三童県 ② 愛媛県 ⑥ 静岡県 ④ 宮崎県 ③ 徳島県

⑥香川県 0兵 庫県 ⑥ 岐阜県 0京 都府 O新 潟県

お客様の義援金は、日本赤十字社本社を通じて各被災地に寄付いたしますので、振

込依頼書には、必す寄付先 (Or三重県台風21号 関連災害義撲金」、の「愛媛県台風2

1号関連災善義援金」、0「静岡県台風22号 災書義換金」、④「宮崎県台風23号 災害

義姿金」、O「徳島県台風2 3ヽ,災 害義握金」、0「香川県台風23号 災害義援金」、O「兵

庫県台風23号 災書義褒金」,0「岐阜床台風23号 災書義援金」,0「京都府台風23

号災菩義援金」、O「新潟県地震災善義援金」)を ご記入ください。

複数の被災地に振込まれる場合には、被災地ごとに振込手続をお願いいたします。

取扱期間  O三 重県および愛腹県が寄付先の強躍金  平 成16年 lo月 29日まで

の静岡県、宮崎県、徳島県、香川県、兵庫県、技阜県、京都府、および

3,お 振込先

新潟県が寄付先の義援金        平 成 16年 11月 30日 まで

は金中央金庫 本店業務部  別 段預金 日赤義援金口

4.領 込手数料 無  料

《所得税、法人税の寄付金捜除の手航をとられる方へ》

日本赤十字社が発行する領収書が必要な方は、振込俵煩時に窓口にお申出ください。

く何人研行碑の方の増合、年間所得の25%ま での中付金田から1万円をとし引いた額が所得触除できます>

お申出のありました方には、寄付先に応じて、次のとおり日本赤十字社から直接領収書が郵

送されます。

O三 玉県および愛農県が寄付先の強換金          li月 中旬以降

の静岡県、宮崎県、徳島県、香川県、兵忠県、破■県、京都府、および新潟床が寄付先の強換金

12月 中旬以降

※ 辞 しくはな日にてお尋ねください。

◎ 孫中央信用盆庫
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